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第9章 教科書に関する事務 

 

教科書は、学校における教科の主たる教材として使われる児童・生徒用の図書である。 

教育の機会均等を実質的に保障し、全国的な教育水準の維持向上を図るため、小、中、

高等学校、特別支援学校等において、文部科学省検定済教科書又は文部科学省著作教科書

を使用しなければならないとされている。 

なお、高等学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級において

文部科学省検定済教科書又は文部科学省著作教科書がない場合などには、学校教育法附則

第９条第１項の規定に基づき、他の図書（一般図書）を教科書として使用することができ

る。 

 

1 教科書の採択 

(1) 採択の仕組み 

採択の権限は、公立学校で使用する教科書については各学校を設置する区市町村

や都道府県の教育委員会にあり、国・私立学校で使用する教科書については各学校の

校長にある。 

採択の方法は、義務教育諸学校（小・中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期

課程）及び特別支援学校（小・中学部））で使用する教科書の採択については、義務

教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に定められている。高等学校用の

教科書については法令上具体的な定めはないが、各学校の実態に即して、各採択権者

が採択を行っている。 
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ア 東京都の義務教育諸学校 

    

イ 都立高等学校等 

 

 

 

 

(1)　届出

(5) 　

(7) (6) (5)

検定決定

(4)

都立高等学校
都立中等教育学校（後期課程）
都立特別支援学校（高等部）

教科書調査員

採択方針・方法の決定

採 択
調査研究

資料
選 定
結 果

委 嘱

調査研究報告

東京都教育委員会

教科書発行者文部科学大臣

教科書選定委員会

(2) 教科書目録送付

(3) 教科書見本送付

　(1) 届出

検定決定

(2) 教科書目録送付

(3)教科書見本送付

(5)

(6) 指導・助言･援助

(4)

(4)

(7)

(7)　採択 (7)　採択

国・私立学校 区市町村立学校

調査研究資料

採択

国･私立学校長 区市町村教育委員会 都立小学校
都立中学校
都立中等教育学校（前期課程）
都立特別支援学校（小学部・中学部）

委嘱
教科書
調査員

調査研究報告

教科書発行者 文部科学大臣

諮問

東京都教育委員会
東京都教科用

図書選定審議会答申

教科書目録送付(2)

採択方針通知、
調査研究資料の提供等
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(2) 東京都教科用図書選定審議会 

東京都教育委員会は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に基

づき、学識経験者、学校の校長及び教員、教育委員会関係者、保護者等で構成する東

京都教科用図書選定審議会を設置している。都立の義務教育諸学校で使用する教科

書の採択や、区市町村教育委員会及び国・私立学校長に対して指導・助言・援助を行

うにあたり、あらかじめ審議会の意見を聞いている。 

 

(3) 教科書の調査研究 

教科書の適正な採択等に資するため、採択替えのある年度等に、新しく検定に合格

した教科書や一般図書について、その内容を調査研究している。調査研究は、都内公

立学校の教員等のうちから、教科書及び指導書の著作・編集に関与していない等の要

件を満たす者を東京都教育委員会が調査員として委嘱して行っている。 

 

2 教科書の無償給与 

義務教育諸学校の児童・生徒が使用する教科書は、国の負担によって無償で給与され

ている。 

 

3 教科書展示会 

教科書の適正な採択等に資するため、都内の教科書センター等で教科書の見本を展示

し、教員の調査研究に供するとともに、広く都民に公開している。 

・令和６年度： 82箇所で実施 

法定展示会 ６月14日から７月18日までの任意の14日間 

特別展示会 法定展示会と連続する前後10日間（中学校用教科書採択替え年度のため） 
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